
土岐市省エネルギー診断補助金 交付申請の手引き 

 

１ 対象者 

  下記の条件をすべて満たしている方が対象です。 

・省エネルギー診断を受診した市内の中小企業者 

 ・市税等を滞納していない中小企業者 

 

2  補助対象の省エネルギー診断 

   ・一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断 

   ・省エネお助け隊が実施する省エネ診断 

   ・上記２つの省エネルギー診断と同水準の改善提案で市長が認めるもの 

 

３ 補助金の額 

   １件につき上限３万円（振込手数料等を除く） 

   ※予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了します 

 

４ 申請について 

   土岐市省エネルギー診断補助金交付申請書を提出してください。 

   配布場所 

・ホームページからダウンロード 

    ・市役所生活環境課 

   提出先 

    市役所生活環境課   

    ※令和 8 年 6 月 1 日から開庁時間の短縮が試行実施されます。窓口の受付時間は、 

午前 9 時 00 分から午後 4 時 30 分までとなりますのでご注意ください。 

    ※郵送での提出も可能です 

   提出期限 

    令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）までに提出してください。 

   添付資料について 

・省エネルギー診断を実施した機関が発行する診断報告書の写し 

・補助対象経費の支払を証する書類の写し 

 

５ 請求について 

   市の交付決定通知書を受理後に、土岐市省エネルギー診断補助金交付請求書を提出して

ください。 

 

省エネルギー診断を受診後に申請してください。 



６ その他 

   手続きの流れに不明な点がございましたら、「補助金申請の流れ」をご確認ください。 


